
令
和
五
年
農
林
水
産
省
令
第
四
十
一
号

農
林
水
産
省
関
係
構
造
改
革
特
別
区
域
法
施
行
規
則

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
二
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
農
林
水

産
省
関
係
構
造
改
革
特
別
区
域
法
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

１
　
構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
毎
事
業
年

度
の
終
了
後
三
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
報
告
書
を
同
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
農

地
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
二
十
九
号
）
第
三
条
第
一
項
の
許
可
を
し
た
農
業
委
員
会
に
提
出
し
て
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
農
地
法
第
三
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
法
人
の
名
称
及

び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

二
　
前
号
の
法
人
の
役
員
及
び
農
地
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
農
林
省
令
第
七
十
九
号
）
第
十
七
条
に
規
定

す
る
使
用
人
の
氏
名
、
住
所
及
び
国
籍
等
（
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
三
十

条
の
四
十
五
に
規
定
す
る
国
籍
等
を
い
い
、
中
長
期
在
留
者
（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六

年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
第
十
九
条
の
三
に
規
定
す
る
中
長
期
在
留
者
を
い
う
。
）
及
び
特
別
永
住
者
（
日
本

国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
（
平
成
三
年
法

律
第
七
十
一
号
）
に
規
定
す
る
特
別
永
住
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
あ
っ
て
は
、
在
留
資
格
（
出
入
国
管

理
及
び
難
民
認
定
法
第
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
在
留
資
格
を
い
う
。
）
又
は
特
別
永
住
者
で
あ
る
旨
を

含
む
。
以
下
同
じ
。
）

三
　
第
一
号
の
法
人
の
総
株
主
の
議
決
権
の
百
分
の
五
以
上
を
有
す
る
株
主
又
は
出
資
の
総
額
の
百
分
の
五
以
上

に
相
当
す
る
出
資
を
し
て
い
る
者
（
以
下
「
株
主
等
」
と
い
う
。
）
の
氏
名
、
住
所
及
び
国
籍
等
（
株
主
等
が

法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
名
称
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
設
立
に
当
た
っ
て
準
拠
し
た
法
令
を
制

定
し
た
国
）

四
　
第
一
号
の
法
人
が
所
有
権
を
取
得
し
た
農
地
等
の
面
積

五
　
前
号
の
農
地
等
に
お
け
る
作
物
の
種
類
別
作
付
面
積
又
は
栽
培
面
積
、
生
産
数
量
及
び
反
収

六
　
第
一
号
の
法
人
が
行
う
耕
作
又
は
養
畜
の
事
業
が
そ
の
農
地
等
の
周
辺
の
農
地
等
の
農
業
上
の
利
用
に
及
ぼ

し
て
い
る
影
響

七
　
地
域
の
農
業
に
お
け
る
他
の
農
業
者
と
の
役
割
分
担
の
状
況

八
　
第
一
号
の
法
人
の
業
務
執
行
役
員
等
の
う
ち
、
そ
の
法
人
の
行
う
耕
作
又
は
養
畜
の
事
業
に
常
時
従
事
す
る

者
の
役
職
名
及
び
氏
名
並
び
に
そ
の
法
人
の
行
う
耕
作
又
は
養
畜
の
事
業
へ
の
従
事
状
況

九
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

２
　
前
項
の
報
告
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
定
款
又
は
寄
附
行
為
の
写
し

二
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
書
類

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
令
和
五
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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